
2 ホームレス対策について 

(1) ホームレス問題に 対応するための 体制整備について 

複雑かっ多様なホームレス 問題への対応については、 雇用、 住宅、 保健医療、 福祉 

等 各分野にわたる 総合的な取組みが 重要であ る。 このため、 特にホームレスを 多く抱 

える地方公共団体においては、 総合的に施策を 推進できるよ う 関係部局による 連絡会 

議の設置など 庁内体制の整備に 配慮 願 がたい。 

(2) 実施計画の策定等について 

ホームレスの 自立の支援等に 関する特別措置法に 基づき、 国は、 平成 1 5 年 7 月末 

に 「ホームレスの 自立の支援等に 関する基本方針」 ( 以下、 「基本方針」という。 ) を 

策定し、 雇用、 住宅、 保健医療、 福祉等の各分野にわたる 施策を推進するための 方針 

を 示したところであ る。 

地方公共団体においても、 ホームレスに 関する問題の 実情に応じた 施策を実施する 

必要があ ると認めるときは、 この基本方針等に 即し、 実施計画を策定することとなっ 

ている。 ホームレス問題については 早期にその解決を 図る必要があ ることから、 実施 

計画の策定が 必要とされる 都道府県においては、 迅速に実施計画を 策定し、 管内市町 

村に示すとともに、 実施計画の策定が 必要とされる 市町村においても、 早期に実施 計 

画を策定するよう 配慮願いた い 。 

また、 実施計画を策定した 地方公共団体においては、 それに基づき、 地域の実情に 

応じて計画的に 施策を実施されたい。 実施計画の策定過程等にあ る地方公共団体にお 

いても、 積極的にホームレスの 自立支援に向けた 施策を実施されたい。 

(3) 平成 1 7 年度のホームレス 対策事業について 

平成 1 7 年度のホームレス 対策事業については、 引き続き総合相談推進事業等を 実 

施するとともに、 生活相談・指導、 職業相談、 健康診断等を 行う自立支援事業の 実施 

箇所数の増を 図ることとしているので、 積極的な取組みを 図るとともに、 必要に応じ 

て、 社会福祉法人、 NPO 等の民間団体との 連携、 協力の下での 事業の実施を 検討さ 

ね た い 。 
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なお、 地域のセーフティネット 機能の強化を 目的とする「セーフティネット 支援 対 
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3 地方改善事業等について 
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( ウ ) 隣保館運営事業 

隣保館運営事業については、 隣保館デイサービス 事業及び広域隣保活動事業の 

実施 か 所数について 各々 5 か 所の増を図ったところであ る。 

なお、 隣保館は、 地域住民に対して 福祉の向上や 人権 啓発のための 住民交流の 

拠点となる地域に 密着したコミュニティーセンターとしての 役割を担っていくこ 

とが必要であ ることから、 今後、 その運営に当たっては、 次の点に留意し、 地域 

住民から期待される 隣保館としての 運営がなされるとともに、 高齢者、 障害者に 

対する在宅福祉等の 施策については、 その活用が十分に 図られるよう 管内市町村 

に 対し周知願いたい。 

① 隣保館においては、 地域住民のニーズ 等を的確に把握し、 身近できめ細やか 

な 福祉サービスが 提供できるよ う 、 社会福祉等に 関する事業を 総合的に推進す 

る必要があ ることから、 関係部局等との 密接な連携の 下で 館 運営が行われるよ 

う 、 管内市町村に 対し周知願いたい。 

② 隣保館職員は 地域住民の生活上の 様々な相談に 応ずるとともに、 地域住民が 

そのニーズに 応じて各種サービスを 受けられるようにする、 いわゆるコーディ 

ネータ一の役割を 担 う 必要があ る。 

このため、 隣保館職員に 対する研修の 実施に当たっては、 人権 課題に関する 

内容はもとより、 介護保険制度や 年金制度をはじめとする 社会保障制度の 最近 

の 動向を内容とした 研修を行 う等 、 創意工夫をこらした 研修の実施に 努め、 人 

権 啓発とあ わせて地域福祉の 一翼を担う 館 職員としての 資質の向上が 図られる 

よ う 努められたい。 

③ 市町村合併等に 伴い、 隣保館について 他 施設との統合等運営体制の 見直しを 

行うこととなった 場合においても、 隣保館がこれまで 担ってきた役割や 機能が 

失われることのないよう、 十分留意 願 いたり。 

④ 「隣保館の設置及び 運営について」 ( 平成 1 4 年 8 月 2 9 日厚生労働事務次 

官通知 ) を制定した際、 隣保館運営審議会の 設置事項を削除したところであ る 
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が 、 従来、 隣保館運営審議会が 行ってきた重要事項の 決定や運用に 関する審議 

は、 隣保館の運営に 対し、 大きな役割を 担ってきたところであ るので、 安易に 

審議会を廃止することにより、 その機能が失われることのないよう 留意された 

い。 

⑤ 隣保館は「公の 施設」であ り、 その運営に当たっては 常に公平性・ 中立性を 

確保する必要があ ることから、 いやしくも、 特定団体に独占的に 利用されてい 

る等の批判が 生ずることのないよう、 引き続き管内市町村に 対し周知願いたい。 

イ アイヌ生活向上関連施策事業 

アイヌ生活向上関連施策事業については、 北海道が策定した「アイヌの 人たち 

の 生活向上に関する 推進方策」に 基づき事業の 推進に努めることとしているので、 

地域の状況や 事業の必要性に 応じて実施するよ う 、 管内市町村に 対して周知願 い 

た い 。 

(2) 人権 課題に関する 啓発等の推進 

人権 課題に関する 国民の差別意識は 解消に向けて 進んでいるものの、 一部では依然 

として根深く 存在しており、 その差別の解消を 図る上で啓発及び 研修の実施は 重要で 

あ るので、 管内の行政関係職員をはじめ 保健福祉に携わる 関係者等に対し、 積極的な 

啓発・研修を 通じて人権 課題に関する 理解が深められるよ う 特段の配慮を 願 い た い 。 

また、 過去に就職差別にっながるおそれのあ る身元調査事案が 発生したが、 これは 

調査を依頼した 関係者の人権 問題に対する 認識が十分でなかったことによるところが 

大きいと思われる。 

こうしたことが 二度と起きないようにするためにも 関係者等に対する 啓発・研修は、 

ただ漠然と行 う のではなく、 具体的な事例を 挙げるなど効果的なものとなるよう 努め 

るとともに、 関係事業者団体に 対して、 職員の採用選考に 当たっては、 応募者の適性 

と能力を基準として 行うよう機会を 捉えて指導・ 啓発を行われたい。 
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。 云 消費生活協同組合の 指導及び育成について 

(1) 健全な運営の 確保について 

生協は生協 法 に基づく特別の 法人であ り、 税制においても 普通法人に比べ 優遇され 

ているように、 その社会的責務は 非常に大きく、 責任あ る経営が求められている。 

都道府県においては、 今後とも、 適正な運営体制と 事業の健全性が 確保されるよ う、 

以下の点に留意の 上、 所管する生協の 指導に特段の 配慮を願いたい。 

ア 組合員の個人情報の 管理体制や出資金及び 共済掛金などの 管理体制の徹底。 

イ 経営が悪化している 生協、 特に、 多額の累積赤字を 抱えている生協における 経営 

の健全化。 

ウ 事業を利用していない 組合員が多数存在する 生協や休眠状態にあ る生協における 

組合及び組合員管理の 徹底。 

(2) 個人情報保護法への 対応 

「個人情報の 保護に関する 法律」が平成 i 7 年 4 月 t 日に全面的に 施行されること 

となっているが、 生協に関しても、 「消費生活協同組合における 個人情報の保護の 適 

正 な取扱いについて」 ( 平成 1 6 年 1 2 月 1 7 日 社 接地先 第 1 2 1 7 0 0 1 号 厚生労 

働省社会・援護局地域福祉課長通知 ) において示しているとおり、 同法に基づく 個人 

情報の適正な 取扱いが求められることとなる。 

都道府県においては、 同法の全面施行に 向けて遺漏のないよう、 貴 管下組合に対し 

周知するとともに、 必要な支援を 図られたい。 

(3) 広告・宣伝の 適切な取扱い 

生協が行 う 広告・宣伝については、 「消費生活協同組合が 行 う 広告・宣伝にっ ぃ 

て 」 ( 平成 1 1 年 4 月 2 6 日 社 暖地第 1 6 号厚生省社会・ 援護局地域福祉課長通知 ) 

において、 組合の理俳や 運営原則、 活動の特色を 中心とすること、 単に商品内容のみ 

の 広告・宣伝とならないことなど、 組合が広告・ 宣伝を行う場合の 基本的な考え 方を 

示しているところであ り、 さらに、 当該通知の趣旨の 徹底につき、 平成 1 6 年 9 月 

2 9 日付け事務連絡において 指導をお願いしているところであ る。 
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都道府県におかれては、 組合の広告・ 宣伝について 適切な取扱いを 行い、 誤解を招 

くことがないよう、 管内生協に対し 引き続き指導願いたい。 

(4) 政治的中立の 確保 

生協の政治的中立の 確保については、 生協 法 第 2 条第 2 項において「組合は、 これ 

を 特定の政党のために 利用してはならない」と 規定しているところであ り、 組合が法 

の趣旨を十分尊重し、 政治的中立の 観点から批判や 誤解を招くことのないよう 引き続 

き 指導願いたい。   

(5) その他 

ア 消費生活協同組合 ( 連合会 ) 実態調査 

平成 i 6 年度の調査については、 6 月を目途に調査結果表を 送付することとして 

いるので、 都道府県におかれては、 管内生協に対する 指導等に活用願 い たい。 

また、 平成 1 7 年度の調査についても、 早期に実施する 予定であ るので、 ご 協力 

願 いたい。 

イ 生協関係予算 

( ア ) 消費生活協同組合運営状況調査委託費 

生協の経営環境が 改善しない中で・ 所管行政庁としては、 生協の運営実態の 的 

確な把握が求められていることから・ 平成 1 7 年度においても 消費生活協同組合 

運営状況調査を 実施することとしている。 

なお、 平成 1 7 年度の調査テーマ、 内容等の詳細についてほ 別途通知する 予定 

であ る。 

( イ ) 消費生活協同組合貸付金 

本貸付金は、 「消費生活協同組合資金の 貸付に関する 法律」 ( 昭和 28 年法律 第 

1 3 号 ) に基づき、 生協における 設備整備等に 必要な資金の 貸付を行う都道府県 

に貸付けることにより、 生協の健全な 発展を図るものであ り、 平成 t 7 年度予算 

案においては 2 千 5 百万円が計上されているところであ る。 

各都道府県におかれては、 管内生協にこの 貸付金の趣旨を 十分説明し、 理解を 

得た ぅ えで、 その活用を図られた い 。 
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